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　市では、高校・大学等を卒業または中途退学し、市内に定住および就職している方を対象に、４年間で

最大３０万円を交付するフレッシュワーク奨励金の申請を受け付けしています（就職先は、市内外を問い

ません）。要件や申請方法等の詳細については、市ＨＰをご覧いただくか担当までお問い合わせください。　国の基準では、３歳児から５歳児（年少から年長）の子どもと、０歳児から２歳児クラスの住民税非課

税世帯のみが無償化の対象であり、年齢と所得の制限があります。

　にかほ市ではこのような制限をなくし、年齢と所得によらず、０歳児から５歳児の全ての世帯の子ども

の保育料が完全に無償となっています。

　にかほ市内の保育所、認定こども園の他、にかほ市に在住したまま他の市町村の保育所、認定こども園

等を利用する場合（広域利用）でも、保育料が無償となります。

【国とにかほ市の比較表】

◆にかほ市の保育料について

にかほ市では０歳児クラスから５歳児クラスのすべての子どもの保育料が無償です

◆対象者 【３年度分対象者】…平成２９年度中に高校・大学等を卒業または中途退学した方

　　　　　【２年度分対象者】…平成３０年度中に高校・大学等を卒業または中途退学した方

　　　　　【初年度分対象者】…令和元年度中に高校・大学等を卒業または中途退学した方

◆主な要件　⑴卒業または中途退学後１年以内に、にかほ市の住民基本台帳に登録されている方
　　　　　　　※在学時から市民の方も含む

　　　　　　　※進学時に市外に転出された方は、卒業等後１年以内に転入した方が対象

　　　　　　⑵高校卒業時に、にかほ市に住所を有する本市出身者

　　　　　　⑶企業等による雇用、農林水産業等への従事、新たに起業または事業承継等により就労して

　　　　　　　いる方で、就労状況を証明できる方（公務員は対象外）

◆交付金額　◇初年度分・２年度分…５万円　◇３年度分…１０万円

◆申請期限　令和３年３月３１日㈬※予算がなくなり次第、受け付けを終了します。

問

令和２年度フレッシュワーク奨励金　申請受付のご案内
商工政策課☎４３－７６００問

令和２年度 保育料等のお知らせ
子育て支援課☎３２－３０４０

　学童保育クラブは、放課後や長期休暇に仕事等で昼間家庭に保護者がいない小学校児童を対象に適切な

遊びと生活の場を与え、健全な育成を図るところです。利用を希望する方は、直接各学童保育クラブにお

申し込みください。

           クラブ名称

仁賀保学童保育クラブ

院内学童保育クラブ

小出学童保育クラブ

金浦学童保育クラブたんぽぽサークル

学童保育のびやかサークル

上浜学童保育クラブ

学童保育星城クラブ

　　　　　　　国の基準

すべての子どもが無償化

市民税非課税世帯の子どもに限り無償化
※２歳児クラスの子どものうち、満３歳となり２
　号認定になってから最初の３月３１日を迎える
　までの期間は、０歳児から２歳児と同じ扱いと
　なります。

　　対象年齢（クラス）

３歳児～５歳児（年少～年長）

０歳児～２歳児クラス

　　にかほ市の対応
すべての子どもが無償化

　　　【拡充】
世帯の所得にかかわらず

すべての子どもが無償化

       実施場所

認定こども園仁賀保内

旧院内駐在所

旧小出保育園

金浦小学校体育館内

象潟小学校体育館内

上浜構造改善センター内

星城こども園内

　 電話番号

☎３６－２４７９

☎３６－３５５６

☎３６－２２５１

☎３８－３３８１

☎４３－５３１０

☎４６－２５８８

☎４４－２３１４

◆開所時間　◇平日…放課後～１８：３０　◇土曜日・長期休業等…７：３０～１８：３０

◆クラブの休日　日曜日、祝祭日、お盆、年末年始

◆山内　朝柊（芹田）

◆小川いちか（三森）

◆工藤　慶介（鈴）

◆島田　出輝（琴浦）

◆今野　華　（両前寺）

◆伊東　薙　（伊勢居地）

◆大柳　美咲（上町一区）

◆三船　楓太（夢が丘区）

◆熊谷　優菜（花潟区）

◆齊藤　千紗（踏切二区）

◆金　里依紗（大町）

◆佐々木風奏（横町）

◆佐々木新太（浜畑）

◆樋口　陽鞠（荒古屋）

◆加　　悠呉（栄町）

◆須藤　朝陽（武道島１区）

◆五十嵐理花（武道島２区）

問

学童保育クラブ
子育て支援課☎３２－３０４０

問

５歳児健診でむし歯のなかったお友だち
にかほ市ネウボラあのね☎３８－４２００

問

「にかほ市高齢者等見守り
ネットワーク事業」協力事業者

長寿支援課☎３２－３０４２

令和元年１０月以降、国では副食費（給食のおかずやおやつ等）について、年収３６０万円未満相当の世

帯の子どもおよび全ての世帯の第３子以降の子どもの負担が免除されていますが、それ以外の世帯の子ど

もについては保護者からの実費徴収となっています。これに対し、にかほ市では副食費を負担する世帯に

ついて全額助成しています。市から通園している保育所、認定こども園に助成分を支給するので、保護者

の方が副食費を納付する必要はありません。また、保育料と同様に、にかほ市に在住したまま他の市町村

の保育所、認定こども園等を利用する場合にも全額助成を行います。
※通園送迎費（バス代）、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。

※０歳児から２歳児については、これまで同様保育料の中に食材料費が含まれていることから助成の対象となりません。

　（にかほ市では保育料を無償化するため、保護者の負担はありません。）

病気の回復期にある生後６カ月から小学校

３年生までの児童を保育する病後児保育の利

用料金が、にかほ市民・にかほ市内の保育施

設を利用する児童・にかほ市内に勤務地を有

する保護者の児童について、４月１日より無

償化となります。

　お申し込み・お問い合わせは、実施施設の

つぼみ保育園（☎６２－８２６０）または子育

て支援課（☎３２－３０４０）までお願いしま

す。

【副食費のイメージ（３歳児～５歳児）】

幼児教育・保育無償化前

１号認定（教育認定）

実費（持参）主食費

実費（持参）

保育料 保育料

（副食費含む）

無償化

市が全額助成副食費

実費（持参） 実費（持参）

２号認定（保育認定） １・２号認定（共通化）

無償化後

◆にかほ市の副食費（おかず・おやつ等）について

◆病後児保育の無償化について

にかほ市では副食費（４，５００円）を全額助成します

 居住地等区分

にかほ市民

にかほ市民以外

     利用者区分

すべて

にかほ市内の保育施設

を使用する児童

にかほ市内に勤務地を

有する保護者の児童

上記以外

利用料金

無 料

２，０００円

▼にかほ市高齢者見守りネットワーク協力事業者

◇松本新聞店◇渡辺新聞店◇佐々木新聞店◇秋田魁

新報仁賀保金浦販売所◇㈲ヤマダ商事◇ヤマト運輸

㈱秋田にかほ支店◇合資会社象潟合同タクシー◇㈱

三共サービス（富士タクシー）◇佐川急便㈱本荘営業所

▼にかほ市高齢者地域見守り活動協定締結事業者

◇秋田しんせい農業協同組合

　高齢者等が住み慣れた地域で安心した生活を継続

できるよう支援することを目的として、にかほ市お

よび事業者が相互に連携を図り、地域全体で高齢者

等の見守りを行います。異変やその恐れがある場合

は、早期かつ的確な対応に繋がります。

　３月６日の５歳児健診でむし歯のなかったお友だ

ちは、１７人でした。

◆実施施設　つぼみ保育園

◆開設時間 ７：００～１８：００※前日１７：００までに要申し込み

◆利用定員　３人

【利用料金】

↑
保
護
者
負
担
↓

主食（ごはん・パン等）に

ついては、これまで同様各

家庭から持参となります。


